
第６５号議案 品川区立創業支援施設条例の一部を改正する条例 

１．改正概要 

武蔵小山創業支援センター（以下、「センター」）１階部分の施設を改修・

新設することに伴う規定整備。 

（１）店舗の仕様変更による金額の改定 

（２）交流スペースおよび工房の新設に伴う、使用料の設定 

  （３）その他、上記の改正に伴う文言整理 

２．改修に至る経緯 

平成 22 年の開設以降、起業スクールやビジネスコンテストなど自治体に

よる創業支援としては先駆的な取り組みを行ってきたが、10 年が経過し、

施設の老朽化もあいまって、社会状況に則した施設とする等、機能強化を図

る必要がある。 

３．改修・新設施設概要 

  （１）店舗（改修） 

    ①改修内容 

従前、間仕切りされた店舗を廃止し、固定ウォールおよびトライ 

アルウォール（壁に取り付けた棚）を設置し、外からの視認性を高

めた店舗として貸出をする。 

    ②使用者要件 

      商業・サービス業等の創業を予定するもの、または創業後概ね 3

年以内の事業者。 

    ③使用期間および金額 

      ⅰ．固定ウォール（2区画） 

       1 年以内（ただし、1回更新可。最長 2年。）月額 1万円 

      ⅱ．トライアルウォール（1区画） 

       3 カ月以内（ただし、1回更新可。最長 6カ月。）月額 3千円 

（２）交流スペース（新設） 

    ①改修内容 

      従前、店舗であった場所の一部を、ワークショップやセミナー会

場として貸し出すとともに、センター事業（ソフトサービス）の提

供の場とする。（予約の入っていない時間は、フリースペースとして

打ち合わせ等の場所として無料で利用可） 
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    ②利用時間および料金 

       9 時～12 時     900 円 

      13 時～16 時 30 分 1,400 円 

      17 時～21 時 30 分 2,100 円（平日のみ） 

（３）工房（新設） 

    ①改修内容 

現倉庫を改修し、チラシや商品ポップ等の製作を行うための道具 

を揃え、創業支援のみならず、小売業やサービス業等の既存商店の

方も利用できる工房を開設する。 

    ②使用者要件 

      創業予定者および小売業やサービス業等の従事者。 

    ③使用可能時間 

      平日  9 時～21 時 30 分 

土・祝 9 時～16 時 30 分 

    ④金額 

       1 時間 300 円（一部、実費負担あり。） 

４．施行期日 

    令和 3年 3月 1日 

５．経費（予算額） 

    103,106 千円 

    （内訳）工事費（監理費含む） 94,970 千円 

         備品・一般需用費    8,136 千円 

     ※東京都地域産業活性化計画事業費補助金が工事費の約 1/2（45,850

千円）交付される予定。 



■武蔵小山創業支援センター 1階現況（リニューアル前） 平面図■ 別紙１－１
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■武蔵小山創業支援センター 1階 リニューアル後 平面図■
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品川区立創業支援施設条例新旧対照表

新 旧

（設置） （設置）

第１条 品川区内における創業の支援ならびに中小企業の新分野への進出お

よび事業の拡張の支援ならびに経営基盤の強化の促進を図るため、品川区

立創業支援施設（以下「支援施設」という。）を設置する。

第１条 品川区内における創業の支援ならびに中小企業の新分野への進出お

よび事業の拡張の支援ならびに経営基盤の強化の促進を図るため、品川区

立創業支援施設（以下「支援施設」という。）を設置する。

（名称および所在地） （名称および所在地）

第２条 支援施設の名称および所在地は、次のとおりとする。 第２条 支援施設の名称および所在地は、次のとおりとする。

名称 所在地

品川区立天王洲創業支援センタ

ー

東京都品川区東品川二丁目2番25
号

品川区立西大井創業支援センタ

ー

東京都品川区西大井一丁目1番2号

品川区立武蔵小山創業支援セン

ター

東京都品川区小山三丁目27番5号

名称 所在地

品川区立天王洲創業支援センタ

ー

東京都品川区東品川二丁目2番25
号

品川区立西大井創業支援センタ

ー

東京都品川区西大井一丁目1番2号

品川区立武蔵小山創業支援セン

ター

東京都品川区小山三丁目27番5号

（施設） （施設）

第３条 支援施設には、別表のとおり事務室、共同事務室、店舗、交流室、

会議室、交流スペースおよび工房を設ける。

第３条 支援施設には、別表のとおり事務室、共同事務室、店舗、交流室お

よび会議室を設ける。

（使用者の要件） （使用者の要件）

第４条 事務室、共同事務室および店舗（以下「事務室等」という。）なら

びに交流室（以下これらを「創業居室」という。）を使用する者は、次に

掲げる要件を備えていなければならない。ただし、区長は、特に必要があ

ると認めるときは、要件の一部を変更することができる。

第４条 事務室、共同事務室および店舗（以下「事務室等」という。）なら

びに交流室（以下これらを「創業居室」という。）を使用する者は、次に

掲げる要件を備えていなければならない。ただし、区長は、特に必要があ

ると認めるときは、要件の一部を変更することができる。

(１) 創業居室において創業する者または次のいずれかの目的で創業居室を
使用する中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定す
る中小企業者であること。

(１) 創業居室において創業する者または次のいずれかの目的で創業居室を
使用する中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定す
る中小企業者であること。

ア 現に営んでいる分野と別の分野への進出 ア 現に営んでいる分野と別の分野への進出

イ 事業の拡張 イ 事業の拡張

ウ 経営基盤の強化 ウ 経営基盤の強化

(２) 使用料の支払能力を有すること。 (２) 使用料の支払能力を有すること。
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(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。 (３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。
２ 会議室、交流スペースおよび工房を使用する者は、次の各号に掲げる要

件のいずれかを備えていなければならない。

２ 会議室を使用する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを備えていな

ければならない。

(１) 第６条第２項の規定により創業居室の使用の承認を受けていること。 (１) 第６条第２項の規定により創業居室の使用の承認を受けていること。
(２) 地域産業の活性化に寄与する事業を行っていること。 (２) 地域産業の活性化に寄与する事業を行っていること。
（募集方法） （募集方法）

第５条 創業居室を使用する者の募集方法は、公募によるものとする。 第５条 創業居室を使用する者の募集方法は、公募によるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、規則で定める者に対しては、公募を

行わないで創業居室を使用させることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、規則で定める者に対しては、公募を

行わないで創業居室を使用させることができる。

（使用手続等） （使用手続等）

第６条 創業居室または会議室、交流スペース（貸切りで使用する場合に限

る。）もしくは工房（以下「会議室等」という。）を使用しようとする者

は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければな

らない。

第６条 創業居室または会議室を使用しようとする者は、規則で定めるとこ

ろにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

２ 区長は、前項の申請を受けたときは、規則で定めるところにより使用の

承認をするものとする。

２ 区長は、前項の申請を受けたときは、規則で定めるところにより使用の

承認をするものとする。

３ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。 ３ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。

(１) 公益を害するおそれがあると認めたとき。 (１) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(２) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。 (２) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(３) 支援施設を第１条の目的以外の用途に使用するおそれがあると認めた
とき。

(３) 支援施設を第１条の目的以外の用途に使用するおそれがあると認めた
とき。

(４) その他管理上支障があると認めたとき。 (４) その他管理上支障があると認めたとき。
４ 区長は、創業居室または会議室等の使用を承認するに際して、管理上必

要な条件を付けることができる。

４ 区長は、創業居室または会議室の使用を承認するに際して、管理上必要

な条件を付けることができる。

（事務室の使用期間） （事務室の使用期間）

第７条 品川区立天王洲創業支援センターおよび品川区立西大井創業支援セ

ンターの事務室の使用期間は、２年以内とする。ただし、区長が特に必要

があると認めるときは、１回につき２年を超えない範囲内で４回まで更新

することができる。

第７条 品川区立天王洲創業支援センターおよび品川区立西大井創業支援セ

ンターの事務室の使用期間は、２年以内とする。ただし、区長が特に必要

があると認めるときは、１回につき２年を超えない範囲内で４回まで更新

することができる。



3/6 

新 旧

２ 品川区立武蔵小山創業支援センターの事務室の使用期間は、２年以内と

する。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、２年を超えない範

囲内で１回に限り更新することができる。

２ 品川区立武蔵小山創業支援センターの事務室の使用期間は、２年以内と

する。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、２年を超えない範

囲内で１回に限り更新することができる。

（共同事務室および店舗の使用期間） （共同事務室および店舗の使用期間）

第８条 共同事務室の使用期間は１年以内とし、店舗の使用期間は規則で定

める期間以内とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、共

同事務室は１回につき１年を超えない範囲内で２回まで、店舗は１回につ

き規則で定める期間を超えない範囲内で１回まで更新することができる。

第８条 共同事務室および店舗の使用期間は、１年以内とする。ただし、区

長が特に必要があると認めるときは、１回につき１年を超えない範囲内で

２回まで更新することができる。

（交流室の使用期間） （交流室の使用期間）

第９条 交流室の使用期間は、１カ月を単位として１年以内とする。ただ

し、区長が特に必要があると認めるときは、１回につき１年を超えない範

囲内で２回まで更新することができる。

第９条 交流室の使用期間は、１カ月を単位として１年以内とする。ただ

し、区長が特に必要があると認めるときは、１回につき１年を超えない範

囲内で２回まで更新することができる。

（保証金） （保証金）

第10条 第６条第２項の規定により事務室等の使用の承認を受けた者（以下
「事務室等使用者」という。）は、使用の前に保証金として使用料の３カ

月分（使用期間が１年未満の場合にあっては１カ月分）に相当する金額を

納付しなければならない。

第10条 第６条第２項の規定により事務室等の使用の承認を受けた者（以下
「事務室等使用者」という。）は、使用の前に保証金として使用料の３カ

月分（使用期間が１年未満の場合にあっては１カ月分）に相当する金額を

納付しなければならない。

２ 保証金は、事務室等を明け渡した後に還付する。ただし、未納の使用料

または原状回復に要する費用があるときは、保証金のうちから控除する。

２ 保証金は、事務室等を明け渡した後に還付する。ただし、未納の使用料

または原状回復に要する費用があるときは、保証金のうちから控除する。

３ 保証金には、利子を付けない。 ３ 保証金には、利子を付けない。

（使用料） （使用料）

第11条 事務室等の使用料は、別表に定める額の範囲内において規則で定め
る。

第11条 事務室等の使用料は、別表に定める額の範囲内において規則で定め
る。

２ 事務室等使用者は、毎月末日までに、当月分の使用料を納付しなければ

ならない。

２ 事務室等使用者は、毎月末日までに、当月分の使用料を納付しなければ

ならない。

３ 第６条第２項の規定により交流室の使用の承認を受けた者（以下「交流

室使用者」という。）および会議室等の使用の承認を受けた者は、別表に

定める額の範囲内において規則で定める使用料を前納しなければならな

い。

３ 第６条第２項の規定により交流室の使用の承認を受けた者（以下「交流

室使用者」という。）および会議室の使用の承認を受けた者（以下「会議

室使用者」という。）は、別表に定める額の範囲内において規則で定める

使用料を前納しなければならない。

４ 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認め ４ 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認め
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るときは、その全部または一部を返還することができる。 るときは、その全部または一部を返還することができる。

（使用料の減免等） （使用料の減免等）

第12条 区長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、もしくは免除
し、または使用料の徴収を猶予することができる。

第12条 区長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、もしくは免除
し、または使用料の徴収を猶予することができる。

（費用負担） （費用負担）

第13条 事務室等の使用に係る次に掲げる費用は、事務室等使用者の負担と
する。

第13条 事務室等の使用に係る次に掲げる費用は、事務室等使用者の負担と
する。

(１) 事務室にあっては、電気、ガスおよび上下水道の使用料 (１) 事務室にあっては、電気、ガスおよび上下水道の使用料
(２) 廃棄物の処理に要する費用 (２) 廃棄物の処理に要する費用
(３) 前２号に掲げるもののほか、区長が指定する費用 (３) 前２号に掲げるもののほか、区長が指定する費用
（転貸等の禁止） （転貸等の禁止）

第14条 事務室等使用者および交流室使用者（以下「創業居室使用者」とい
う。）は、使用の承認を受けた創業居室を転貸し、またはその使用の権利

を譲渡してはならない。

第14条 事務室等使用者および交流室使用者（以下「創業居室使用者」とい
う。）は、使用の承認を受けた創業居室を転貸し、またはその使用の権利

を譲渡してはならない。

（使用権の承継） （使用権の承継）

第15条 区長は、前条の規定にかかわらず、相続、合併等により創業居室を
使用する権利を承継する必要があると認めるときは、これを許可すること

ができる。

第15条 区長は、前条の規定にかかわらず、相続、合併等により創業居室を
使用する権利を承継する必要があると認めるときは、これを許可すること

ができる。

（届出事項） （届出事項）

第16条 創業居室使用者は、企業名の変更、法人格の取得その他規則で定め
る事由が生じたときは、区長に届け出なければならない。

第16条 創業居室使用者は、企業名の変更、法人格の取得その他規則で定め
る事由が生じたときは、区長に届け出なければならない。

（許可事項） （許可事項）

第17条 創業居室使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の
許可を受けなければならない。

第17条 創業居室使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の
許可を受けなければならない。

(１) 第６条第２項の規定により使用の承認を受けた事項を変更しようとす
るとき。

(１) 第６条第２項の規定により使用の承認を受けた事項を変更しようとす
るとき。

(２) 創業居室を１カ月以上使用しないとき。 (２) 創業居室を１カ月以上使用しないとき。
(３) 事務室等に模様替えその他の工作を加えようとするとき。 (３) 事務室等に模様替えその他の工作を加えようとするとき。
(４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。 (４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。
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（使用の承認の取消し） （使用の承認の取消し）

第18条 区長は、創業居室使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、
使用の承認を取り消すことができる。

第18条 区長は、創業居室使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、
使用の承認を取り消すことができる。

(１) 不正行為により使用の承認を受けたとき。 (１) 不正行為により使用の承認を受けたとき。
(２) 正当な事由がなく事務室等の使用料を３カ月以上（使用期間が１年未
満の場合にあっては１カ月以上）滞納したとき。

(２) 正当な事由がなく事務室等の使用料を３カ月以上（使用期間が１年未
満の場合にあっては１カ月以上）滞納したとき。

(３) 創業居室を故意または重大な過失により損傷したとき。 (３) 創業居室を故意または重大な過失により損傷したとき。
(４) 創業居室をその目的以外の用途に使用したとき。 (４) 創業居室をその目的以外の用途に使用したとき。
(５) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。 (５) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(６) 前各号に掲げるもののほか、区長が創業居室の管理上必要があると認
めたとき。

(６) 前各号に掲げるもののほか、区長が創業居室の管理上必要があると認
めたとき。

２ 創業居室使用者は、前項の規定により使用の承認を取り消されたとき

は、区長が指定する期日までに（交流室の使用の承認を取り消された場合

にあっては、直ちに）、創業居室を原状に回復したうえで、明け渡さなけ

ればならない。この場合において、当該使用者は、損害賠償その他の請求

をすることができない。

２ 創業居室使用者は、前項の規定により使用の承認を取り消されたとき

は、区長が指定する期日までに（交流室の使用の承認を取り消された場合

にあっては、直ちに）、創業居室を原状に回復したうえで、明け渡さなけ

ればならない。この場合において、当該使用者は、損害賠償その他の請求

をすることができない。

（損害賠償） （損害賠償）

第19条 支援施設を使用する者は、使用に際して支援施設に損害を与えたと
きは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない

理由があると認めたときは、この限りでない。

第19条 創業居室使用者または会議室使用者は、使用に際して創業居室また
は会議室に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。た

だし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

（委任） （委任）

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

別表（第３条、第11条関係） 別表（第３条、第11条関係）
名称 種別 使用料

品川区立天王洲創業支援

センター

事務室 月額 236,000円

品川区立西大井創業支援

センター

事務室 月額 234,300円
共同事 月額 35,100円

名称 種別 使用料

品川区立天王洲創業支援

センター

事務室 月額 236,000円

品川区立西大井創業支援

センター

事務室 月額 234,300円
共同事 月額 35,100円
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務室

品川区立武蔵小山創業支

援センター

事務室 月額 39,000円
店舗 月額 10,000円
交流室 月額 5,000円
会議室 午前（9

時～12
時）

900円

午後（1
時～4時3
0分）

1,400円

夜間（5
時～9時3
0分）

2,100円

交流ス

ペース 

午前（９

時～12
時） 

900円 

午後（１

時～４時

30分）

1,400円 

夜間（５

時～９時

30分）

2,100円 

工房 １時間 300円

務室

品川区立武蔵小山創業支

援センター

事務室 月額 39,000円
店舗 月額 48,000円
交流室 月額 5,000円
会議室 午前（9

時～12
時）

900円

午後（1
時～4時3
0分）

1,400円

夜間（5
時～9時3
0分）

2,100円

   付 則

１ この条例は、令和３年３月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。

２ この条例の施行の日以後の交流スペースおよび工房の使用について必要な

手続は、同日前においても行うことができる。


